
販路開拓をお考えの小規模事業者の皆様へお知らせです !!

中小企業庁 平成 27 年度補正予算 ( 平成 28 年実施 )事業

小規模事業者（裏面参照）の持続的な経営に向け、経営計画に基づいて

実施する販路開拓（創意工夫による売り方やデザインの改変等）の取り

組みを支援するため、 （補助率２/３）を上限にその取り組み

費用に対し補助します。

小規模事業者持続化補助金とは・・・

小規模事業者が経営計画の作成や販路拡大の実施の際には、西秩父商工会

の指導・助言を受けられます。

・雇用の増加を伴う取り組み、または従業員の処遇改善に取り組む事業者、あるいは買い物弱
　者対策に取り組む事業者、海外展開に取り組む事業者については 100 万円が上限になります。
・複数の事業者が共同して申請することもできます。複数の事業者が連携する場合には、
　上限は 100 万円～ 500 万円です。※連携する小規模事業者数によります。

【対象となる販路開拓の取り組みの一例】
①広告宣伝　
　・新たな顧客層の取り込みを狙い、ホームページやチラシを作成

②集客力を高めるための店舗改装
　・幅広い年代層の集客を図るための店舗のユニバーサルデザイン化

③商談会・展示会への出展
　・新たな販路先の開拓を求めた、国内外の展示会へ出展

④商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更
　・新たな市場を狙って、商品パッケージのデザインを一新　など

　★新たな事業計画のアイディア・実行力があればぜひ本補助金に取り組んでみてください★

　 ★本補助金の公募は今回 1回限り（裏面参照）の予定です。★

本補助金に関する申請及びお問い合わせ・相談は

　西秩父商工会　 ０４９４-７５-１３８１まで

事業概要は裏面をご確認ください

本事業の申請希望企業は、専門家による事業計画書作成研修会【集団指導・個別指導】

が予定されております。（4月上旬：秩父郡市１ヵ所にて）

申請希望者は必ず西秩父商工会までお問い合わせください。
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